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令和３年 第７回 東神楽町農業委員会総会議事録 
 
１．日時 令和３年８月３０日（月） １５時００分 から １５時３０分 
２．開催場所 東神楽町役場 ２階 研修室１ 
３．出席委員 １２名   
 会長 １２番 小足 幸久 
 会長職務代理 １番 島田 謹介 
   ２番 蒔田 義仁 
   ３番 前田 哲也 
   ４番 伴野 善清 
   ５番 野々瀬 浩司 
   ６番 岸本 昌延 
   ７番 大柿  誠 
   ８番 安藤 有一 
   ９番 栗本 豊美 
  １０番 伊藤 伸也 
  １１番 藤田 尚広 
    
４．欠席委員    

 
５．議事日程 
 第１ 会議録署名委員の指名について 
 第２ 報告第１号 農業委員会の概況報告について 
 第３ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 
 第４ 議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定

について 
 第５ その他  
    
    
６．農業委員会事務局職員 
 事務局長 長野 泰定 
 主査 宮原 健太 
 主事 武田 翔太 
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開会 
事務局長 定刻になりましたので、只今から始めたいと思います。只今の出席委員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、東神楽町農業委員会、総会を開会いたします。農業委員会憲章を

朗誦いたします。ご起立願います。今日は５番目になります。私に続いて朗誦願います。ひとつ、

農業委員会は、農業・農業者の代表として誇りと責任ある行動に努めます。ご着席ください。 
それでは、会長からごあいさつをいただきます。 

 
あいさつ 
会長 それでは、第７回通算７１４回の総会に先立ちましてひとことご挨拶申し上げます。本日、秋

に向けての作業で大変お忙しい中、全員出席いただきましたこと大変ありがとうございます。 
北海道でまた緊急事態宣言が発出されたということで、特定地域ではないにしても、東神楽で

も陽性者がポツラ・ポツラと出ているということでですね。我々の近辺にもコロナが迫ってきて

いるということで、秋に向けて感染対策それぞれお気をつけていただきたいと思います。７月は

ですね。非常に雨が少なくて。干ばつなど、非常に心配していましたけれど、８月に入りまして

平年並みの雨量がみられたのかなと思います。遅かったですが、降らないよりはましかと思って

おります。また、今年に関してお米の方はですね。値段の方が、まだ出ていないということでで

すね。我々、米農家としては、心配な出来秋を迎えるのではと思っております。明日の午後。仮

渡金ということで出る予定ですけれど、そちらが決定した中で農協が検討していきたいというこ

とです。本日終わりましたら、秋作業の繁忙期ということで総会はありませんけれど、また本日

非常に案件少ないんですが、慎重なご審議よろしくお願いします。 
 
会議録署名委員 
会長 それでは＜日程第１＞ 農業委員会議録署名委員の指名について、本日は１０番、伊藤委員。１

１番、藤田委員です。 
 
【報告】概況報告 
会長 ＜日程第２＞ 報告第１号 農業委員会の概況報告について、事務局よりお願いします。 
武田主事 はい。令和３年７月２９日以降における農業委員会の概況について報告いたします。８月１３

日に旭東東神楽地区国営事業推進協議会団体長会議・本部推進期成会単代会議 合同会議に小足

会長に出席いただいております。本日８月３０日に東神楽町定例表彰式に小足会長に出席いただ

いております。以上です。 
 
【議案】農地法第１８条第６項の規定による通知 
会長 ＜日程第３＞ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局より説明

願います。 
武田主事 はい。それでは農地法第１８条第６項の規定による通知について説明させていただきます。番

号３番。所在○○。地番○○。現況地目「畑」。他４筆。総面積が１２８，６６８㎡。貸主は○○

さん。借主は○○さん。解約の成立日につきましては、令和３年８月１日。土地の引渡日につい

ては、令和３年８月２９日となっております。こちら、合意解約となっておりまして、解約の事
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由といたしましては、売買を予定しているため、解約したいということとなっております。当初

契約期間、平成２７年３月３１日から令和７年３月３０日までの強化法で結ばれたものを解約す

るものとなっております。こちらは、当該農地ですが、次議案にて公社買入が入る土地となりま

すので、今回賃貸契約の解約となります。以上です。 
会長 農地法１８条第１項に係る許可を要しないものであることが確認できたため、適法な解約とい

たします。 
【議案】農業経営基盤強化法促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定 
会長  続きまして＜日程第４＞議案第２号 農業経営基盤強化法促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について。事務局より説明願います。 
武田主事 はい。それでは農用地利用集積計画の決定についてご説明をさせていただきます。今回所有権

権移転が１件となっております。 
武田主事 番号２０番です。所有権の移転を受ける者、公益財団法人北海道農業公社。所有権の移転をす

る者○○さん。所在○○。地番○○。現況地目「畑」。他４筆。総面積が１２８，６６８㎡。こち

ら売買となっております。所有権の移転日は本日で、対価の支払い期限は１０月１４日までとな

っております。売買価格につきましては、１２，８７０，０００円。反当価格につきましては畑

で１００，０００円となっております。こちらの農地保有合理化事業の買入となっております。

以上です。 
会長 担当、蒔田委員。 
蒔田委員 では、私の方から説明させていただきます。○○さんなんですが、お父さまが○○さんで昨年

３月に亡くなっておられます。そのため今年度、○○さんの方に権利の移動。遺産相続をしまし

て○○さんの方に移りました。それで今回、６月にあっせんの申出がありまして、公社を通して

買入の話しが進むこととなりました。で、今後の話しなんですが、先ほどの件でもありましたが、

今借り入れされているのが○○さんでありまして、今後公社を通して買入れするのも○○さんの

ほうになります。で、今までずっと○○さんの方で管理されている土地であったので、正当な取

引ということでお話聞いた中では全然問題ないと思っています。慎重・審議のほう、よろしくお

願いいたします。 
会長 はい。担当委員の説明が終わりましたけれども、何かご意見ご質問ございますか。無ければ決

定いたします。 
各委員 なし 
会長 無ければ決定いたします。 

【議案】その他 
会長 続きまして＜日程第５＞その他 
事務局 ①１０月総会の日程について 

②農地パトロール（遊休農地に関する調査）について 
会長 それではみなさまから何かございますでしょうか。 
各委員 
事務局 

ないです。 

会長 なければ忙しい時期でありますので、今日に関しては、研修うんぬんもなしということで、こ

ちらの方で総会を閉めたいと思います。 
 


